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［事案 2021-14］転換契約無効請求  

・令和 4年 8月 24 日  裁定不調 

＜事案の概要＞ 

 転換時、募集人に手術歴を伝えていたにもかかわらず、告知義務違反により契約が解除され

たこと等を不服として、転換の無効を求めて申立てのあったもの。  

＜申立人の主張＞ 

子宮頸部異形成で入院し、子宮頸部円錐切除術を受けたため、平成 22 年 10 月に契約した

組立型保険（契約①）を転換し、令和元年 6 月に契約した組立型保険（契約②）にもとづき、

給付金を請求したところ、告知義務違反を理由に契約②を解除され、給付金は契約①にもとづ

き支払われた。しかし、以下等の理由により、転換を無効として、契約①に戻してほしい。 

(1)契約②の勧誘を受けた際、募集人から契約①が更新できるとの説明がなかった。 

(2)契約②の告知の際、募集人に平成 30 年 10 月に子宮頸部円錐切除術を受けている旨を伝え

たところ、「次は病院を変えれば大丈夫」と言われた。 

(3)契約②について、保障内容の説明を受けていない。 

＜保険会社の主張＞ 

以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)更新時期の 1 年以上前に契約の見直しを提案する場合は、更新制度を案内していない。 

(2)募集人が、申立人から手術歴を聞いたことはなく、「次は病院を変えれば大丈夫」との発言

をした事実はない。 

(3)募集人は、契約②について、申立人から保障内容の説明を求められ、詳しく説明している。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を把握する

ため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

上記手続の結果、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、

和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、申立人から和解案を受諾するとの

回答を得られなかったため、手続を終了した。 

(1)申立人から提出された電話の録音記録や事情聴取によると、募集人から「次は病院を変え

れば大丈夫」との発言があったことが窺え、告知に際して、募集人による不告知教唆があ

ったことが強く推認されることから、保険会社の告知義務違反を理由とする本契約の解除

は無効なものと認められる。 

 

 


